
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,200 円 3,563 円

3,200 円 3,568 円

3,200 円 3,437 円

別添2－1

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

該当なし

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

基本使用料：100㎥まで　16,000円（税抜）
超過使用料：100㎥を超えるもの　1㎥につき91円（税抜）

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

0.0034 人/ha

94箇所（令和7年度末現在）

なし

処 理 区 数 １区

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

広域化・共同化・最適化は、実施していない。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和5年度 令和5年度

令和6年度 令和6年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

基本使用料：10㎥まで　1,600円（税抜）
超過使用料：10㎥を超えるもの　1㎥につき160円（税抜）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適用（一部）

壮瞥町下水道事業経営戦略

平成17年度（19年）

壮瞥町

特定地域生活排水処理事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　令和5年度決算の本町特定地域生活排水処理事業における「経営比較分析表」は、次頁のとおりとなっています。
　収益的収支比率は、地方債償還が進み改善傾向にあり、収益的収支比率は高い状態となっている。
　経費回収率は、使用料で回収すべき経費を賄えていない状況である。中長期的な視点で今後の事業運営の健全化・効率化に努めてい
くとともに、将来にわたり持続可能な経営を確保するために更なる経営基盤の強化が必要である。
　水洗化率については、補助金の制度を設けているが、申請件数が伸び悩んでいる状況であり、低い傾向にある。
　下水道事業の経営健全化のためには、適正な人材の定員配置、業務の民間委託等の推進により、今後も経費の削減に努力を積み重ね
ていくことを基本としつつ、単年度収支の不足分については、一般会計からの繰り入れにより収支の安定を図っていく。

職 員 数 建設課の中で、下水道担当職員数は、令和6年度現在1人です。

建設課では、業務委託の実施を行いつつ職員の削減に取り組み現在に至っています。

　現在は未検討ですが、今後、活用の可能性がある場合は必要に応じ
て慎重に検討していきます。

現在は未検討ですが、今後、活用の可能性がある場合は必要に応じて
慎重に検討していきます。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

処理区域内人口の予測

　「国立社会保障・人口問題研究所」の将来推計における減少率に基づき、現況（令和6年度）行政人口から減少を見込むことで設定してい
ます。

有収水量の予測

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

現在は未検討ですが、今後、活用の可能性がある場合は必要に応じて
慎重に検討していきます。

　民間資金等活用型資本整備事業（ＰＦＩ事業）の手法を導入し、合併
処理浄化槽の建設及び維持管理の一括契約を行い、行政事務の簡素
化や事業費の低減が図られています。

 イ　指定管理者制度

　現在、合併処理浄化槽の建設及び維持管理を民間事業者に委託し
ています。

民 間 活 用 の 状 況

　令和6年度における有収水量と水洗化人口の実績から、1人当たりの年間排水量を原単位として設定しています。
　処理区域内人口の予測に対し、令和6年度の水洗化率を固定し乗じることで水洗化人口の将来予測を行い、1人当たりの原単位を乗じる
ことで有収水量を設定しています。
　行政人口・区域内人口の減少に伴い、下水道有収水量が減少傾向で推移する見込です。



（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

（１） 施設の安定稼働
　① 施設、管渠等の適切な維持管理や的確な状況把握
　② 放流水の水質管理
　③ 処理能力の確保

（２） 経営の健全化
　① 施設、管渠等の長寿命化や計画的な更新等
　② 業務の効率化、事業の検証・見直し
　③ 有収率の向上
　④ 財源の確保

使用料収入の見通し

　有収水量に使用料単価を乗じることで、使用料収入を設定しています。
　使用料改定を行わない場合、有収水量の減少に伴い、使用料収入についても同様に減少傾向となります。
　今回経営戦略においては、令和11年度・令和16年度に使用料改定を予定しており、使用料収入は維持される見込みです。

施設の見通し

・浄化槽については、平成17年度（2005年度）～平成22年度（2010年度）で現有資産の大半を整備しており、令和6年度時点では経過年数
が20～15年程度となっている。経営戦略期間の後半では、経過年数30年を越える施設が増加していくため、耐用年数（28年）を超過した施
設から順に設備更新を進めていく方針です。

組織の見通し

組織体制に変更予定はありません。
現状、下水道事業に従事する職員数が不足しており、一人当たりの職員に求められる業務量が過大となっています。
今後は更なる業務量の増加が予測されることから、事業運営の効率化が急務となっている。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

　経営戦略の計画期間（10年間）において、以下の事業費を見込んでいます。
「浄化槽の建設・更新に関する事項」
・浄化槽の改築更新に関する事業費
　　期間：R7～R17
　　金額：約61百万円

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

財源見込について
・使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　現行の下水道使用料体系に基づき、将来における人口減少を反映した推計値を採用しています。
・企業債に関する事項
　投資計画に併せて企業債借入額を計上し、企業債借入額を設定しています。
・補助金に関する事項
　投資計画に併せて、現行の補助制度に基づき計上しています。
・繰入金に関する事項
　投資事業費、維持管理費及び資本費予測に基づき、繰り出し基準に合わせて基準内繰入金を計上し、関係部署と調整して基準外繰入
金を計上しています。

経費回収率について
　令和11年度・令和16年度に使用料改定を予定しています。
　分流式下水道等に要する経費控除後で、概ね60％程度で推移する見込みです。

○職員給与費に関する事項
　現状の職員数を維持し、令和7年度予算値を計上しています（単価上昇0.49%/年見込む）。
○動力費に関する事項
　該当なし
○修繕費に関する事項
　令和7年度予算値を計上しています(単価上昇1.1%/年見込む)。
○委託費に関する事項
　投資計画における委託費及び、固定費として要する委託費について直近5ヶ年の平均値を計上しています(単価上昇1.1%/年見込む)。

耐用年数に基づき、計画的な改築更新事業を実施して適切な処理機能の維持を図ります。

目 標

・経費回収率：計画期間最終年令和17年度時点で上昇（令和6年度比）
・経常収支比率：100％以上を維持
・流動比率：100％以上を維持
・内部留保資金：計画期間内に資金ショートしない

目 標



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　有効活用できる資産については、必要に応じて活用の可能性を検討していきます。

　令和11年度・令和16年度に使用料改定を予定しています。
　令和12年度の経営戦略見直しに併せて、適切な使用料単価の検討を行い、経費回
収率の維持・向上に努めます。

使用料の見直しに関する事項

　浄化槽は、中山間地域等の人口散在地域において、効率的な汚水処理システムであ
りますので、今後とも積極的に事業を推進していきます。

　民間資金等活用型資本整備事業（ＰＦＩ事業）の手法を導入し、合併処理浄化槽の建
設及び維持管理の一括契約を行い、行政事務の簡素化や事業費の低減が図られてい
ます。

　今後は、状況に応じて整備・更新時期の延伸を検討するなど適切な計画を策定し、投
資の平準化に努めます。

　今後、必要に応じて慎重に検討していきます。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　毎年度、進捗管理（モニタリング）を行い、また、概ね５年ごとに見直し（ローリング）を行うことによ
り、ＰＤＣＡサイクルを効率的に回して、本経営戦略の事後検証及び更新を行う予定です。

職員給与費に関する事項 　必要に応じて人員の増減や給与費の見直しを検討していきます。

動力費に関する事項 　該当なし

修繕費に関する事項 　適切な修繕計画に基いた工事の実施に努めていきます。

委託費に関する事項 　統合できる委託業務について検討し、経費の削減、効率化に努めていきます。

その他の取組
　防災対策や危機管理体制の強化については、施設の維持管理業務の受託事業者を
はじめ、役場内の関係部局や町内の消防関係機関、他事業体とも連携して取り組んで
いきます。

薬品費に関する事項 　経費削減の可能性について、検討していきます。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　現在、ＰＦＩ事業の手法を導入しています。今後も、職員の技術やノウハウの継承を意
識しながら、積極的に民間委託を進め、経費の抑制に努めます。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
　コストの平準化や縮減に努める一方、各種補助金の活用など、適切な財源の確保に
努めていきます。



※　法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。

全体総括

・下水道事業の公営企業としての独立採算制の達成のた
めには、経営努力を図った上で、適切な使用料を算定す
ることが必要であるが、壮瞥町の場合、処理区域人口が
少ないため、汚水処理費の全てを使用料で賄うと著しく
高額な使用料金を設定しなければならない。令和元年度
より料金改定を行っているが、今後も使用料で回収すべ
き経費の範囲を明確にした上で、使用者合意の基、適切
な料金設定を検討していく必要がある。
・下水道事業の経営健全化のためには、適正な人材の定
員配置、業務の民間委託等の推進により、今後も経費の
削減に努力を積み重ねていくことを基本としつつ、単年
度収支の不足分については、一般会計からの繰り入れに
より収支の安定を図っていく。
・令和5年度は公営企業法適用への移行年度であり、次
年度の運転資金を確保しているため、経営状態がよく見
えている。

【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①収益的収支比率
　地方債償還が進み、改善傾向にある。
　また、打切決算により、費用が減少したため、
収益的収支比率は高い状態となっている。
④企業債残高対事業規模比率
　地方債償還が進み、改善傾向にある。
⑤経費回収率
　使用料で回収すべき経費を賄えていない状況で
ある。令和元年度から料金改定を行っており、中
長期的な視点で今後の事業運営の健全化・効率化
に努めていくとともに、将来にわたり持続可能な
経営を確保するために更なる経営基盤の強化が必
要である。
　ただし、令和5年度については、打切決算によ
り、費用が減少したことに伴い、汚水処理費が減
少したため、経費回収率は高い状態となってい
る。
⑥汚水処理原価
　有収水量の減少及び汚水処理費の増加により、
汚水処理原価が高い傾向にある。
　ただし、令和5年度については、打切決算によ
り、費用が減少したことに伴い、汚水処理費が減
少したため、汚水処理減価は低い状態となってい
る。
⑧水洗化率
　補助金の制度を設けているが、申請件数が伸び
悩んでいる状況であり、低い傾向にある。

2. 老朽化の状況について

610 2,029.31 0.30

・合併処理浄化槽本体の耐用年数は、30年という
機械機器としては比較的長い年数が設定されてい
る。機器の老朽化については、送風用ブロワの故
障が主で、ほぼ消耗品の交換で済んでいるが、設
置後の年数も経過していることからブロワ本体の
交換も出てきている。また、浄化槽に生活排水を
排出する管渠部分については、個人の所有物なの
で、自己負担でお願いしている。

2. 老朽化の状況

- 該当数値なし

法非適用 下水道事業 特定地域生活排水処理 K2 非設置

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) －

当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

25.80 100.00 3,520

■

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km2)

令和5年度全国平均

205.01 11.662,391

処理区域内人口密度(人/km2)

経営比較分析表（令和5年度決算）
北海道　壮瞥町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 69.08 69.79 79.23 81.83 180.55

平均値

①収益的収支比率(％)

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値

平均値

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 269.72 255.84 244.85 165.78 137.76

平均値 421.25 294.27 294.09 294.09 338.47

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 58.84 52.95 55.92 55.55 146.84

平均値 53.23 60.59 60.00 59.01 56.06

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 310.42 329.10 313.66 308.00 132.25

平均値 283.30 280.23 282.71 291.82 304.36

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 43.55 39.52 41.94 42.74 41.94

平均値 55.96 58.19 56.52 88.45 54.08

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 37.46 41.62 41.43 41.00 36.89

平均値 60.12 87.80 88.43 90.34 90.57

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

【349.83】

【85.31】【54.61】【307.86】【53.65】

該当数値なし 該当数値なし

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 - - - - -

平均値 - - - - -

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値

平均値

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値

平均値

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)
【-】

該当数値なし 該当数値なし



様式第2号（法適用企業・収益的収支）

（単位：千円）

年　　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　　分 （決算） （予算）

１． (A) 3,289 3,445 3,146 3,085 3,039 3,741 3,665 3,607 3,550 3,493 4,123 4,054
(1) 3,289 3,445 3,146 3,085 3,039 3,741 3,665 3,607 3,550 3,493 4,123 4,054
(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 7,500 7,405 7,318 7,432 7,536 6,896 7,026 7,142 7,259 7,374 6,353 7,037
(1) 5,104 5,323 5,235 5,349 5,453 4,813 4,943 5,059 5,176 5,291 4,503 5,611

5,104 5,323 5,235 5,349 5,453 4,813 4,943 5,059 5,176 5,291 4,503 5,611
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 2,396 2,082 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 1,850 1,426
(3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(C) 10,789 10,850 10,464 10,517 10,575 10,637 10,691 10,749 10,809 10,867 10,476 11,091
１． 10,015 10,839 10,455 10,508 10,567 10,630 10,685 10,744 10,804 10,863 10,473 10,604
(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 5,973 6,796 6,413 6,466 6,525 6,588 6,643 6,702 6,762 6,821 6,882 6,942
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

235 635 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,285 5,200 4,803 4,836 4,875 4,918 4,953 4,992 5,032 5,071 5,112 5,152
1,453 961 970 980 990 1,000 1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060

(3) 4,042 4,043 4,042 4,042 4,042 4,042 4,042 4,042 4,042 4,042 3,591 3,662
２． 59 11 9 9 8 7 6 5 5 4 3 487
(1) 11 11 9 9 8 7 6 5 5 4 3 487
(2) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 10,074 10,850 10,464 10,517 10,575 10,637 10,691 10,749 10,809 10,867 10,476 11,091
(E) 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(H) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(J) 5,964 6,743 7,520 8,296 9,071 9,845 10,619 11,392 12,164 12,935 16,462 20,457

254 266 243 238 235 289 283 279 274 270 318 313
(K) 5,000 5,000 5,001 5,002 5,003 5,003 5,004 5,005 5,006 5,007 5,007 4,695

1,185 1,185 1,186 1,187 1,188 1,188 1,189 1,190 1,191 1,192 1,192 880
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,815 3,815 3,815 3,815 3,815 3,815 3,815 3,815 3,815 3,815 3,815 3,815
( I )

(A)-(B)

(L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(M) 3,289 3,445 3,146 3,085 3,039 3,741 3,665 3,607 3,550 3,493 4,123 4,054

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(O) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(P) 3,289 3,445 3,146 3,085 3,039 3,741 3,665 3,607 3,550 3,493 4,123 4,054

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

00 0 0 0 0 0 0 0 00 0

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

う ち 未 収 金
流 動 負 債

動 力 費
修 繕 費

営 業 外 費 用

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 資 産

そ の 他
支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)
特 別 利 益
特 別 損 失

収

益

的

収

支

特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

入

材 料 費
委 託 料
そ の 他

減 価 償 却 費

そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

収

益

的

支

出 支 払 利 息

収 入 計

そ の 他
経 費

投資・財政計画（特定地域生活排水処理事業）

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費

そ の 他

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益

令和8年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度



様式第2号（法適用企業・資本的収支）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （決算） （予算）

１． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,300 30,300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

９． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,300 30,300

(B)

(C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,300 30,300

１． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,361 30,391

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 1,184 1,185 1,185 1,186 1,187 1,188 1,188 1,189 1,190 1,191 1,192 1,192

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 1,184 1,185 1,185 1,186 1,187 1,188 1,188 1,189 1,190 1,191 31,553 31,583

(E) 1,184 1,185 1,185 1,186 1,187 1,188 1,188 1,189 1,190 1,191 1,253 1,283

１． 1,039 1,961 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,741 2,236

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,760 2,763

(F) 1,184 1,961 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 1,959 4,501 4,999

0 △ 776 △ 774 △ 773 △ 772 △ 771 △ 771 △ 770 △ 769 △ 768 △ 3,248 △ 3,716

(G)

(H) 15,585 14,400 13,215 12,029 10,842 9,654 8,466 7,277 6,087 4,896 34,004 63,112

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （決算） （予算）

5,104 5,323 5,235 5,349 5,453 4,813 4,943 5,059 5,176 5,291 4,503 5,611

1,379 1,972 1,968 1,968 1,967 1,966 1,965 1,964 1,964 1,963 1,744 2,723

3,725 3,351 3,267 3,381 3,486 2,847 2,978 3,095 3,212 3,328 2,759 2,888

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,104 5,323 5,235 5,349 5,453 4,813 4,943 5,059 5,176 5,291 4,503 5,611

令和8年度 令和16年度令和10年度令和9年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度

合 計

令和17年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

令和14年度

計
(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

投資・財政計画（特定地域生活排水処理事業）

そ の 他

令和15年度 令和16年度 令和17年度

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

令和8年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金



供用開始年月日 H17 年 6 月 17 日

処理区域内人口 692人（R6末）

計算期間 自R8年4月 至R18年3月

（　10　年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

3,289 3,541 3,541

0 0 0

0 0 0

3,289 3,541 0 3,541

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0 0 0 0

そ の 他 0 0 0 0

0 0 0 0

235 680 128 552

4,285 4,995 2,934 2,060

1,501 1,010 190 820

6,021 6,685 3,253 3,433

11 50 9 41

4,042 3,967 2,741 1,226

0 0 0

4,053 4,017 2,750 1,267

10,074 10,702 6,003 4,699

0

4,699

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.75

＜使用料水準についての説明＞

使 用 料 (X)

原価計算表（生排）

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額

小 計

合 計 (Y)

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる
場合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係
るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、
「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境
等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

減 価 償 却 費

給 料

修 繕 費

委 託 料

そ の 他

支 払 利 息

・経営戦略期間における投資財政計画(収益的収支)では、料金収入以外の営業外収益を含めても赤字となる見込みである。
　上記算定においては、使用料対象経費に対する料金収入の割合が約75％となり、約25％の収入不足となる。
・本計画では基準内繰入金及び基準外繰入金により、経営戦略期間で収支均衡で推移する予測となっている。
　基準外繰入金を抑えるためには、汚水処理原価の削減や適正料金を検討していく必要がある。
・本計画における期間内で2度の使用料改定行うことで基準外繰入金を抑える計画としているが、計画見直しのタイミングで改めて適正
使用料の検討を行う方針とする。

維
持
管
理
費

人
件
費

動 力 費

小 計

資
本
費

企 業 債 取 扱 諸 費


